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当社ソフトの特徴点 



 

                                 

 

      

 

 

 

 

 

母体が資産税に特化した会計事務所です。 

 

代表の公認会計士・鹿谷哲也が全てのソフトを企画、開発指導しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇収支・相続を始め、不動産経営と資産税に特化した会計事務所としてのノウハウを駆使して作っております。 

 

◇28 年以上バージョンアップを繰り返しております。 

 

◇税制改正にはいち早く対応しております。 

 

◇数千社に及ぶ全国の不動産会社、建設会社、大半の大手ハウスメーカーにご愛用いただいております。 

（カスタマイズ実績も多数あります） 

 

◇入力方法が分からなければ電話、メール等で質問いただければ、実務に詳しい担当者が即答いたしますので、 

安心してご利用いただけます。

不動産経営のための６種類の事業収支・相続のソフト 

当社のソフトの特徴 

実際の運用では、この点が最も重要だと考えております 

不動産、資産税に関する著書多数 

アパート収支計算システム 

アパート経営プランナー 

ビル・マンション収支計算システム 

ビル経営プランナー 

事業用不動産投資シミュレーション・システム 

投資プランナー 
 

相続トータル提案書作成システム 

相続プランナー 
 

最適土地活用方法検討システム 

土地活用プランナー 
 

建物名義検討システム 

建物名義プランナー 
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１ 既存の物件を法人化(法人経営)するケース 
 

    ケース１   建物だけを法人に売却するケース 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ケース２  土地と建物の両方を法人に売却するケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人化するといっても建物だけを法人に移すケースと土地も一緒に移すケース

の両方がありますが、このシステムではいずれにも対応しております。 

一般的に土地から取得した場合には土地も一緒に法人に移すケースが多いので

すが、もともと土地を相続で取得している場合には建物のみを法人に移すケー

スが多いようです。 

前者の場合には土地を法人に売却しても譲渡所得税がかからないことが多いと

いうのが、その理由です。 

一方、後者の場合には建物だけを法人に移したほうが所得分散しやすいし、土

地代金まで法人が個人に払おうとすると資金的に大変なのですが、建物だけで

すと大した額にならないという理由もあります。 

なお、建物だけを法人に移す場合には法人が地主である個人に地代を支払う必

要がありますが、相続税があまりかからない場合には固定資産税相当額とし、

かなりかかる場合には土地の固定資産税の 2.5 倍から３倍程度の地代にするケ

ースが多いようです。後者の場合には土地の相続税評価額が更地評価額の

80％として評価されるからです。 

 

 

ご承知のように、不動産賃貸業については個人で経営するか法人で経営するかによって税金の仕

組みがガラッと変わってきます。 

まず個人の場合ですが、不動産所得とそれ以外の所得、例えば給与所得と合算した総所得金額か

ら所得控除の額を差し引いた課税所得の額に税事業収支ソフト率をかけて税額を算定します。 

一方、法人の場合には累進税率ではなくフラットな税率が適用されます。したがって所得が増え

たからといって高い税率が適用されるということはありません。ただし、中小法人の場合には

800 万円を境に二段階税率が適用されるようになっていますが、それをかなり超えるようであれ

ば役員給与等を支給したり法人が生命保険に加入したりして所得を圧縮することも可能です。 

このように個人と法人では税金の仕組みがかなり違っているわけですが、お客様によっていずれ

が有利かを計算するのは意外と大変です。 

このような場合に役立つのが「建物名義プランナー」です。このソフトは不動産経営を個人で行

なった場合と法人で行なった場合のそれぞれの税金と手取り収入を相互に比較するためだけに開

発された専用ソフトなので、簡単に優劣を比較することができます。 

なお個人経営と法人経営のいずれがいいかを検討すべき具体的ケースとしては次の３つのケース

がありますが、このシステムではいずれにも対応しています。 

①既存の物件を法人化(法人経営)するケース 

②新規にアパマンを建設するケース 

③新規にアパマンを購入するケース 

このページに掲載している帳票は①既存の物件を法人化(法人経営)するケースです。②のケース

については次ページ以降に掲載していますが、③のケースについては②のケースとよく似ていま

すので省略しました。 
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２ 新規にアパマンを建設するケース 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この「１年目の税金・手取り収入の比較」は１年目の税金と手取り収入を

一覧表示したものです。いくら将来の推移を計算するといっても、まずは

現時点での仕組みをキッチリと理解する必要があります。 

そこで、このシステムではまず１年目の税金と手取り収入について法人を

含めた関係者全員の税金、手取り収入を一覧表示した上で、それらの合計

額を比較する形で表示しております。 

なお、新規にアパマンを建設するケースなので、当然ながら建設後だけで

なく現状のデータも表示しています。 

ところでアパマンを建てたら通常は不動産所得が増えます。したがって所

得税等も増加するのですが、創業経費の関係から１年目は現状よりも税金

が少なくなる場合があります。 

家賃収入が増えて所得税等が減少するわけですから手取り収入はウンと増

えるのですが、２年目以降は税金が増えてきますので、次ページ以降の書

類でそのことをキッチリと説明します。 

 

 

 

 

 

新規にアパマンを建設するケースでは最長 30 年間に亘っての毎年の所得に

係る所得税等だけでなく、相続税がかかる場合には相続税も考慮に入れた

トータルとしての税額で優劣を比較するようになっています。 

したがって、どうしても書類が多くなりますので、このような表紙も作成

できるようになっております。 

 

 

0000      
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 この「各人別損益・収支比較表」は本人の収入・税金・手取り収入等を将来 30 年

間に亘って計算したものです。左上の「事業主体別損益・収支比較表」は新規に建設

する不動産所得とか資金収支だけのデータですが、この「各人別損益・収支比較表」

はそれらを含めた上で税金まで計算したものです。以下、簡単に解説しておきます。 

 まず現状というのはアパマン経営を始める前のデータです。このシステムでは個人

経営と法人経営の比較だけでなく、アパマンを建設する前の、つまり現状のデータと

も比較するようになっています。なお既にアパマン経営を行なっている場合にも対応

しております。 

 次に対策後…A 個人経営の場合とはアパマン経営を個人で行なうケースです。この

帳票にある「不動産収入(資金収支)」と「不動産所得」の内訳を知りたい場合には上

記の「事業主体別損益・収支比較表」を見ればいいということになります。 

 そして対策後…B 法人経営の場合とはアパマン経営を法人で行なうケースです。法

人経営の場合にも法人からの地代収入等がありますので、このような帳票が必要とな

ります。 

 なお、このサンプルは本人だけのものですが、今回の不動産経営に何らかの関わり

がある人がいる場合には(例えば共有で不動産を所有するケースとか法人から役員給与

を貰うケース)、その人の帳票も当然ながら作成されます。 

 

 

 

 

この「事業主体別損益・収支比較表(新規建設分)」とは新規に建設する不動産に係る損益と資

金収支だけを計算表示したものです。 

前ページにある「１年目の税金・手取り収入の比較」は１年目だけのデータですが、この帳票

では将来 30 年間に亘っての推移を計算表示しています。したがって当然ながら１年目の数値

は両者で一致しています。以下、この帳票について簡単に解説しておきます。 

  

まず A 個人経営の場合ですが、これは今回建設するアパマンの不動産所得と資金収支を計算表

示したものです。個人経営ですから、これらは当然ながら本人に帰属することになります。 

創業経費の関係から１年目は不動産所得が赤字になっていますが、２年目以降は黒字です。な

お、不動産所得のすぐ下にある(＋)減価償却費等の「等」ですが、これには創業経費が含まれ

ていることを表しています。創業経費については既に資金計画で資金調達されていますので、

資金収支を計算する上では減価償却費と同じく所得に加算する必要があるのです。２年目以降

との差額が 800 万円となっていることを確認して下さい。 

次に B-１…法人経営の場合とはアパマン経営を法人で行なう場合の個人に帰属する地代収入と

か土地の固定資産税等を計算表示したものです。法人経営の場合には土地を法人に賃貸するわ

けなので、その地代収入等が個人に帰属することになります。 

そして B-２…法人経営の場合とは法人に帰属する所得とか資金収支です。土地の固定資産税は

払わない代わりに支払地代として 150 万円が計上されています。 
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前ページに掲載している「各人別損益・収支比較表」は既に解説したとおり本人に

関するものですが、この帳票は法人に関するデータを計算表示したものです。 

法人を設立しても給与を支払わないケースもありますが、ここでは本人に 120 万

円、配偶者に 480 万円、長男と次男の奥さんにそれぞれ 96 万円ずつ給与を支給し

ています。 

 

誰にいくら支給すべきかは条件によって全く異なってきますが、このシステムでは

数値を変更するだけで関連する税金等が瞬時に計算されますので、お客様にとって

最適な給与等をそれほど苦労することなく提示できます。 

 

 

 

 

この「税金の時系列比較」は各人毎の税金を一覧表示したものです。当事者が複数

になるといずれが有利かが分かりづらいので、このような帳票が必要となります。 

なお、この帳票では 

①現状と個人経営 

②現状と法人経営 

③個人経営と法人経営 

のそれぞれについて「年度毎の比較」と「累計額での比較」の両方が表示されてい

ます。  

 

新規にアパマン経営をすれば１年目はともかく、２年目以降は一般的に不動産所得

がプラスになりますので当然ながら税金は増えます。 

ところが個人経営と法人経営では税金の仕組みが全く違うわけですから、いずれが

有利かは一概に言えません。したがって、こうしたシミュレーションが必要となる

のです。 
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この「個人経営と法人経営の税金・手取り収入

比較グラフ」は文字通り、税金と手取り収入に

関して棒グラフで表示したものです。 

 

全体の推移を概観するのに役立つのではないで

しょうか？ 

前ページの「税金の時系列比較」は税金に関する各人毎の一覧ですが、

この「手取り収入の時系列比較」は手取り収入に関する一覧表です。 

 

法人化しますと税金は確かに安くなることが多いのですが、会計事務所

に支払う報酬が増えたり社会保険料が増える場合もありますので、最終

的な手取り収入で比較することも必要となります。 

 

ただし、会計事務所に支払う報酬が増えたからといって、それが単なる

損失であると考えるべきではありません。報酬の中には決算・申告だけ

でなく様々な相談料とかコンサルティング料が含まれるケースが多いと

思われますので、そういった点についてシッカリとお客様に説明すべき

でしょう。 

 

また社会保険ですが、給与を支払わなければ加入する必要はありません

し、厚生年金についてはそれだけ多く貰えるわけですから、支払額が全

て損になると考えることは適切ではありません。 
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この「建物名義プランナー」では毎年の所得に係る税金とか手取り収入を比較す

るだけでなく、相続税がかかる場合には相続税に関しても個人経営と法人経営の

税額を相互に比較することができます。 

 

法人化したほうが毎年の所得に関して節税できたとしても、相続税では個人経営

のほうが圧倒的に有利であれば法人化するべきではありません。そこで、このシ

ステムでは両方の観点からいずれが有利かを検討するようになっているのです。 

 

なお、相続税を計算するに当たって、アパマン経営から生ずる手取り収入も考慮

しております。具体的には手取り収入累計額から生活費累計額を控除した残りの

額を現預金の増加として計算に織り込んでいるということです。生活費のほうが

多い場合には現預金の額がマイナスになります。 

 

 

 

 

上の帳票は相続税評価額を比較したものですが、右の

帳票はそれを受けて相続税額を計算したものです。 

それぞれの計算過程を詳細に表示しておりますので、

お客様に説明する上で有効かと思います。 
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この帳票は毎年の所得に係る所得税等の累計額と、その時点

における相続税を合計したものです。 

この事例では 13 年後までは個人経営のほうが有利ですが、

それ以降は法人経営のほうが有利であることを示しておりま

す。13 年後というと 74 歳ですが、平均余命からするともう

少し長生きしそうです。 

実際の事例ではお客様の年齢とか健康状態等々を考慮して慎

重に判断すべきでしょう。 

我々税理士がやるべきことは、個人経営と法人経営のそれぞ

れの税制の仕組みを分かりやすく説明し納得していただくこ

とです。 

かなりの高齢であるにもかかわらず法人経営を勧めるような

提案書を見ることがありますが、そういったことがないよう

注意したいものです。 

 

 

 

 

 

 


